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分
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成
人
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記
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 赤
子
山
登
山

　
11月

27日
、
今
年
度
10歳

を
迎
え
る
平
生
小
学
校
の
４
年
生
が
、
二
分
の
一
成
人
式
の
記
念

と
し
て
、
赤
子
山
に
登
り
ま
し
た
。
児
童
は
お
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
登
山
に
挑
み
、
山
頂
で

は
“ふ
る
さ
と
平
生
”
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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迎  

春

二
〇
二
〇

平
生
町
長

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
輝
か
し
い

新
春
を
お
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
心

か
ら
お
慶
び
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

時
の
経
過
は
早
い
も
の
で
、
町
長
に
就

任
し
て
、
一
年
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
多
く
の
町
民
の
皆
様
か
ら
ご
支

援
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、

ま
ず
も
っ
て
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
見
る

こ
と
、
聞
く
こ
と
全
て
が
初
め
て
で
、
貴

重
な
一
年
と
な
り
、
ま
た
、
か
け
が
え
の

な
い
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、昨
年
は
５
月
か
ら
元
号
が「
令
和
」

と
改
ま
り
節
目
の
年
と
な
り
ま
し
た
。
さ

ま
ざ
ま
な
行
事
が
執
り
行
わ
れ
、
日
本
中

が
祝
賀
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
令
和

の
時
代
こ
そ
、
未
曾
有
の
経
験
を
し
た
昭

和
、
平
成
と
違
っ
て
、
平
和
で
明
る
い
、

幸
せ
を
実
感
で
き
る
時
代
に
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
本
町
の
昨
年
一
年
を
振
り
返
っ

て
み
ま
す
と
、新
た
な
取
組
み
と
し
て
、「
イ

タ
リ
ア
ー
ノ
ひ
ら
お
」
元
年
と
し
、
新
た

な
魅
力
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ロ

ゴ
マ
ー
ク
の
ピ
ン
バ
ッ
ジ
の
作
製
、「
大
星

山
サ
イ
ク
ル
フ
ェ
ス
タ
ｉ
ｎ
ひ
ら
お
」
へ

の
イ
タ
リ
ア
人
プ
ロ
自
転
車
レ
ー
サ
ー
の

招
聘
や
、
産
業
ま
つ
り
に
併
せ
「
イ
タ
リ

ア
ー
ノ
ひ
ら
お
」を
町
内
外
に
発
信
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
は
、
２
月
に
阿

多
田
公
園
に
オ
リ
ー
ブ
約
２
０
０
本
を
植

栽
す
る
予
定
の
ほ
か
、
併
せ
て
オ
リ
ー
ブ

の
特
産
品
開
発
に
向
け
た
取
組
み
、
イ
タ

リ
ア
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

国
道
１
８
８
号
の
バ
イ
パ
ス
の
整
備
に

つ
き
ま
し
て
も
、
新
し
い
局
面
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
の
陳
情
の
成
果
が
表
れ
、

国
に
よ
る
事
業
化
の
一
歩
手
前
ま
で
、
歩

み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
早
け

れ
ば
来
年
度
に
は
、
国
道
１
８
８
号
柳
井
・

平
生
バ
イ
パ
ス
整
備
事
業
と
し
て
、
採
択

さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

　

次
に
、
長
年
の
課
題
で
あ
っ
た
役
場
庁

舎
が
抱
え
る
耐
震
性
能
の
不
足
と
老
朽
化

を
解
決
す
る
た
め
、
新
庁
舎
整
備
事
業
を

進
め
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
建
て
替
え
に

向
け
て
受
託
事
業
者
を
選
定
し
、
発
注
に

向
け
て
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
来

年
度
中
に
実
施
設
計
に
入
り
、
完
了
次
第

着
工
す
る
予
定
で
す
。

　

併
せ
て
、
新
庁
舎
建
設
に
対
し
て
、
町

内
外
か
ら
多
数
の
ご
寄
附
を
お
寄
せ
い
た

だ
き
、
大
変
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

引
き
続
き
ご
支
援
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
新
庁
舎
が
利
用
者
の
皆
様

に
対
し
ま
し
て
、
利
便
性
の
向
上
や
防
災

拠
点
施
設
と
し
て
の
役
割
が
果
た
せ
る
よ

う
、
取
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進

め
る
と
と
も
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
に
、「
災
害
に
強
い
地
域
防
災
力
の
強
化
」

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
自
然
災
害
は
い
つ
発

生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
地
域
と
連
携

し
、
最
悪
の
事
態
を
考
え
な
が
ら
常
に
危

機
管
理
意
識
を
も
っ
て
災
害
に
備
え
て
ま

い
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
本
町
に
お
け
る
将
来
の
町
政

運
営
の
基
本
方
針
と
な
る
「
第
五
次
平
生

町
総
合
計
画
」
の
策
定
に
向
け
た
準
備
作

業
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
町
民

と
行
政
が
一
体
と
な
り
、「
参
加
と
協
働
」

を
よ
り
進
化
さ
せ
な
が
ら
、
活
気
に
あ
ふ

れ
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
本
年
も
町
政
へ
の

変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
し
て
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

浅
本
邦
裕
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平生中学校で「立志の集い」を開催します。
このたび立志を迎える平生中学校２年生のみなさん

を、学校や家庭・地域で祝福しましょう。
ぜひご参加ください。
●内容 生徒一人ひとりによる「立志の誓い」の発表、
全体斉唱

●日時　２月６日木 14:00～
●場所 平生中学校 体育館
●主催 平生町青少年育成町民会議、町教育委員会、
平生中学校
問町教育委員会 ☎56ｰ6083

「立志の集い」にご参加ください

新しい民生委員児童委員、主任児童委員が決まりました
平生町民生委員児童委員が改選され、次のみなさん

が、厚生労働大臣から委嘱を受けました。
　福祉に関する相談があるときは、担当地区の委員に
お気軽にご相談ください。相談内容については、固く
秘密が守られます。
　なお、お住まいの地域の民生委員・児童委員が分か
らないときは、お問い合わせください。
問町役場町民福祉課 ☎56ｰ7113

民生委員児童委員一覧 ※敬称略【任期：令和元年12月１日～令和４年11月30日】

民生委員とは
それぞれの担当地域において、社会福祉の推進に努め
る人で、児童委員を兼ねています。
児童委員とは
地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように見
守り、子育てや妊娠中の不安などの相談・支援などを
行います。なお、主任児童委員は町内全域の児童に関
することを専門として担当します。

長い間お世話になりました
このたび退任された委員のみなさん

窪田 力三さん
原田 正忠さん
田代 節雄さん
井上 育典さん

髙末 佳憲さん
佐々木 みどりさん
藏田 行雄さん
田丸 美千子さん

中丸 和則さん
島田 真里さん
福本 和子さん
新本 涼子さん

委員氏名 委員氏名 委員氏名

平生
地区

宇野 保弘

大野
地区

松村 行郎

佐賀
地区

向井 信博

田尾 正昭 村中 幸枝 中本 ひふみ

清水 丕史 河野 孝之 岩村 幸子

髙松 孝一 鶴田 宗之 吉村 正憲

須山 孝秀 正歩 康雄 藤本 恒行

池岡 久美子

曽根
地区

小島 康司 河内山 裕子

村尾 哲男 木谷 巖 東山 由美子

長安 秀明 新明 史子 主任
児童
委員

久保田 博行

瀬尾 純夫 寳城 俊成 今村 富士乃

仁田 眞澄

岩見 勝好
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申告期限
３月16日月町県民税の申告受付が始まります

町県民税申告のご相談・お問い合わせは　　町役場税務課 ☎56ｰ7114

町県民税の申告が必要な人

　令和２年１月１日に平生町内に住所を有して収入の
ある人は、３月16日までに町県民税の申告をしなけ
ればなりません。ただし、次の1～3に該当する人は
申告の必要はありません。
1所得税の確定申告をした人
2前年中の所得が、給与所得だけで、勤務先から町へ
給与支払報告書が提出されており、他に控除の必要
のない人

3前年中の所得が、公的年金だけで、公的年金の支払
者から町へ公的年金等支払報告書が提出されてお
り、他に控除の必要のない人

　これらに該当しない人は、平成31年１月１日から
令和元年12月31日までの１年間に生じた所得（給与・
農業・営業・漁業・不動産など）を、多少にかかわら
ず申告してください。
※公的年金等の収入金額が400万円以下の人で確定
申告が不要な場合も、町県民税の申告は必要です。

※国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者
は、保険税（料）の算定に必要となりますので、収
入がない人も必ず申告してください。

　なお、平成31年度の申告状況などから、申告が必
要と思われる人には１月下旬に申告書を郵送します。
申告が必要な人で申告書が届かない場合は、税務課に
ご連絡いただくか、申告相談会場にお越しください。

申告相談会場（極力お住まいの地区の会場にお越しください）
対象地区 開催日 時間 場所

平生町 ２月 17日月
  9:00～ 16:00 町役場第３庁舎３階会議室平生村 ２月 18日火

平生町・平生村 ２月 19日水
大野 ２月 20日木   9:30～ 16:00 大野地域交流センター
曽根 ２月 21日金 9:30 ～ 16:00 曽根地域交流センター
竪ヶ浜

２月 25日火
  9:30～ 12:00 竪ヶ浜地域交流センター

宇佐木 13:30～ 16:00 ふれあいの館（宇佐木地域交流センター横）

田名・丸山
２月 26日水

  9:30～ 12:00 佐賀地域交流センター田名分館
尾国・小郡・秋森 13:30～ 16:00 佐賀地域交流センター尾国分館

佐賀
２月 27日木 9:30 ～ 16:00

佐賀地域交流センター
２月 28日金

  9:30～ 12:00
佐合 12:15～ 13:45 佐賀地域交流センター佐合分館

　左記の期間中、税務課職員の多く
は申告相談会場に出向くため、税務
課の窓口では最小限の職員での対応
となります。申告相談については、
申告相談会場へお越しください。
　なお、各会場では所得税の確定申
告も受け付けますが、農業以外の事
業所得や不動産所得、譲渡所得のあ
る人は、税務署での申告をお勧めし
ます。
　税務課窓口・申告相談会場ともに、
時間帯によっては大変混み合い、長
時間お待たせすることもありますの
で、時間に余裕をもってお越しくだ
さい。また、申告に必要な書類を事
前に整理しておくなど、申告時間の
短縮にご協力をお願いします。

　令和元年中（平成31年１月～令和元年12月）に納
付された保険税（料）の金額を記載した通知書を送付
します。この通知書は、確定申告および町県民税申告
の際、社会保険料の控除証明書となります。
●記載内容
普通徴収（納付書、口座振替）により納付された金額
※年金からの特別徴収（天引き）により納付された
金額は、日本年金機構などから届く源泉徴収票に
記載されています。

●発送時期
１月下旬
■問合せ先
【国民健康保険税について】
町役場税務課 納税班　☎56ｰ7114
【後期高齢者医療保険料について】
町役場健康保険課 保険年金班　☎56ｰ7115
【介護保険料について】
町役場健康保険課 介護保険班　☎56ｰ7115

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料 の 納付済通知書を送付します
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●印章
●申告書または「確定申告のお知らせ」はがき（届
いた人）
●マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
●運転免許証などの本人確認書類
　（マイナンバーカードを持っていない人）
●所得の計算根拠となる書類
※給与所得や公的年金所得のある人は、源泉徴収票
（原本）
※事業所得のある人は、事前に収支内訳書を作成し
てください。

●社会保険料（国民年金保険料）、生命保険料、地
震保険料の控除証明書（原本）

【障害者控除を受ける場合】
●身体障害者手帳などその程度を確認できる書類

【医療費控除またはセルフメディケーション税制を
受ける場合】
●明細書など
※診療を受けた人・医療機関（薬局）の支払先ごと
に領収書を整理して計算を済ませ、明細書を事前
に作成してください。

【市区町村への寄附（ふるさと納税）など寄附金税
額控除を受ける場合】
●領収書や受領証
【その他控除を受ける場合】
●その事実を確認できる書類
【所得税の還付申告をする場合】
●振込口座がわかるもの

町県民税・確定申告に必要なもの

所得税及び復興特別所得税・贈与税　３月16日月
消費税及び地方消費税（個人事業者） ３月31日火申告・納税期限

確定申告　申告と納税は期限内に！

問光税務署　☎ 0833ｰ71ｰ0166
※音声ガイダンスに従って『２』を押してください。

確定申告が始まります！

光税務署では、申告会場を開設します
【期間】２月17日月～３月16日月
　　　 ［土・日・祝日を除く］
【受付時間】8:30～16:00（相談者が多い場合など、
16時以前に相談受付を終了することがあります。）
【相談時間】9:00～17:00
【場所】光税務署（光市虹ヶ浜３丁目10番1号）
※２月16日日以前は、申告会場は設置していません。

社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）について
　確定申告書を税務署に提出する際は、個人番号（12
桁）の記載と本人確認書類（番号確認と身元確認）の
提示または写しの添付が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナンバー
カードだけで本人確認が可能です。また、e-Tax で
送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出
は不要です。

【国税庁ホームページ】http://www.nta.go.jp/  
詳しくは　国税庁　 で　 検 索　

スマホでも確定申告書が作成できます
　申告会場は、混雑が予想されます。国税庁ホームペ
ージの「確定申告書等作成コーナー」を利用してパソ
コン・スマホから、e-Tax または郵送などにより提出
されることをお勧めします。

国税庁からのお知らせ
　国税庁では申告書用紙の送付に代えて、「確定申告の
お知らせ」はがきを送付します。申告相談の際は、必
ず「確定申告のお知らせ」はがきを持参してください。
また、申告書用紙などが必要な人は、光税務署までお
問い合わせください。
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　町では、令和２年度平生町排水設備指定工事店の新規募
集の申込みを次のとおり受け付けます。
　審査の後、指定を受けた際には手数料を納めていただく
ことになります。

●申込期間　２月３日月～28日金
●申込方法　
　町ホームページからダウンロードした所定の申請書を町
役場建設課へ提出してください。
●指定要件
①責任技術者が１名以上専属していること
②工事の施工に必要な設備および器材を有していること
③山口県内または広島広域都市圏内に営業所があること
④市町税の滞納がないこと
⑤平生町排水設備指定工事店規則に定める第３条第１項第
５号の各事項に該当しないこと
●指定基準日　４月１日水
●指定手数料　5,000円

問町役場建設課　☎56ｰ7118

下水道排水設備指定工事店
の指定（新規）の申込み

会計年度任用職員として働いていただける方を募集します
　町では、令和２年度の会計年度任用職員を次のとおり募
集します。会計年度任用職員とは、１年度内（４月１日か
ら翌年３月31日まで）に勤務する非常勤の職員です。
●募集職種
【一般事務・その他】
事務補助員、施設管理人、施設清掃員、公共作業員、宿直、
日直、簡易郵便局事務取扱員、地域交流センター職員、集
落支援員、徴収員、介護認定調査員、環境パトロール、道
路作業員、学校事務補助員、学校施設管理人
【保育・子育て】
保育士、児童厚生員、児童クラブ支援員、児童クラブ補助
支援員
【保健】
管理栄養士、保健師、助産師、看護師
【学校教育】
幼児ことばの教室指導員、幼稚園教諭、幼稚園補助教諭、
スクールソーシャルワーカー、英語指導助手、非常勤講師、
学校支援員、学校司書、部活動指導員
【給食・図書館・文化財】
給食調理員、図書館窓口職員、図書館事務員、青少年育成
センター指導員、阿多田交流館指導員、歴史民俗資料館指
導員

●申込方法
　町役場総務課に備え付けの申込書に必要事項
を記入の上、資格証のコピー（資格が必要な職
種への応募のみ）と併せて提出（郵送可）して
ください。様式は、町ホームページからもダウ
ンロードできます。
●申込場所
町役場総務課
●申込期限
２月７日金（消印有効）
●選考方法
書類選考または面接
●勤務開始日
４月以降（職種によって異なります）
※応募にあたり、年齢制限はありません。
※勤務条件（任用期間、勤務場所、報酬など）は
職種によって異なりますので、町ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。

申 問 町役場総務課 総務班　☎56ｰ7111
【ホームページ】http://www.town.hirao.
lg.jp/bosyu/kaikeinendo_ninyo.html

　下水道が完成し、使用できるようになった区域
では、３年以内に水洗トイレに改修し、台所、風
呂場、洗面所などからの生活排水は、遅滞なく下
水道に流れるよう排水設備を設置しなければな
りません。
●どんな工事が必要？
　排水設備とは、台所、風呂場、トイレ、洗面
所などから出る生活排水を下水道（公共ます）ま
で流すための排水管やますなどの設備です。設
置工事は建築物の所有者に義務付けられており、
宅地内に設置されるので、工事費は自己負担と
なります。所有者以外の人でも工事を発注する
ことはできますが、所有者の同意が必要です。
●工事は指定工事店で
　排水設備工事は、必ず町の排水設備指定工事
店に直接工事の依頼をしてください。指定工事
店がわからないときには、町役場建設課にお問
い合わせください。
問町役場建設課　☎56ｰ7118

下水道の水洗化は
お早めに
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　令和２年７月29日の現委員任期満了に伴い、次のと
おり農業委員および農地利用最適化推進委員を募集し
ます。
●受付期間　１月31日金～２月27日木［必着］

農業委員 農地利用最適化推進委員

募集人数 ６人 ６人

内訳等 認定農業者を過半数、中立的立場の人を 1人
以上、その他女性委員等も考慮

担当地区ごとに募集（平生地区 1人、大野地
区２人、曽根地区１人、佐賀地区２人）

推薦する人 農業者または農業者組織等の代表

推薦を受ける人
応募する人

※農業委員と推進委員
の兼務はできません
が、双方に推薦・応
募することは可能で
す。

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最
適化の推進に関する事項、その他の農業委員
会の所掌に属する事項に関し、その職務を適
切に行うことができる人

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を
有する人

次のいずれかに該当する場合は委員となることができません。
・破産手続きの決定を受けて復権を得ていない人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または受けることがなくなるまでの人
・町民税の滞納がある人

任期 令和２年７月30日～令和５年７月29日 農業委員会からの委嘱を受けた日（令和２年
７月30日予定）～令和５年7月29日

主な業務

・農業委員会総会における農地の権利移動や
転用に係る許可等の審議

・現場活動（農地の巡視、遊休農地対策業務、
農地利用の最適化推進活動）等

・担当地区の現場活動（農地の巡視、遊休農
地対策業務、農地利用の最適化推進活動）
等

「農業委員」「農地利用最適化推進委員」を募集します

国民年金保険料は口座振替納付が便利です！
　国民年金保険料の納付は、お支払いの手間や時間が
省ける口座振替が便利です。また、当月分の保険料を
当月末に引き落とす早割制度や、２年分、１年分、６
カ月分を口座振替でまとめて前納する制度を利用する
と、保険料が割引されます。
●必要な手続き
　納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持
参の上、希望する金融機関または年金事務所で手続を
してください。
●前納（口座振替）の申込期限

※表内の国民年金保険料額・割引額は、令和元年度の
保険料額を元にした目安額となりますので、実際に
引き落としされる金額とは異なります。
※実際に口座振替される金額は、「国民年金保険料口座
振替額通知書」にてご確認ください。

問徳山年金事務所　☎0834ｰ31ｰ2152
問町役場健康保険課 保険年金班　☎56ｰ7115

２月末まで

８月末まで６カ月前納（10月～翌年３月分）

２年前納、１年前納
６カ月前納（４月～９月分） ➡

➡

※推薦・応募申込書に記載された事項（住所を除く）は、
町ホームページによる公表の対象となります。

※各申込書は町役場産業課に備え付けています。
申 問 平生町農業委員会（町役場産業課内）☎56ｰ7117

 参考  令和元年度の振替方法別割引額

振替方法等 １回あたりの
納付額 割引額 ２年分に換算

した割引額

２年前納 379,640 円 15,760 円 15,760 円

１年前納 192,790 円 4,130 円 8,260 円

６カ月前納 97,340 円 1,120 円 4,480 円

当月末振替
（早割） 16,360 円 50円 1,200 円

翌月末振替・
現金での納付 16,410 円 － －
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一人ひとりが主役のまち“平生”
協働のまちづくり95

問町役場地域振興課 まちづくり推進班　☎56ｰ7120

広報ひらお令和２年１月号

「平生町内で定期的に開催しているフリーマーケッ
トがないから、いつも町外や県外のイベントを探し
て出店しているのよ。ぜひコミ協でやってもらえな
いかしら」
　平生まち・むらコミュニティ協議会を立ち上げて、
すぐに地域の方からこう言われました。調べてみる
と、バザーやおまつりの一部に出店という形はある
ものの、「フリーマーケット」という名前のものは、
確かにありませんでした。
　そこで、すぐに計画をし、平成28年５月に平生
まち・むら地区の方を対象に町民グラウンドにて第
１回目を開催。その後、地区外の方からの出店希望

が相次ぎ、町内外を問わずどなたでも出店していた
だけるようにして、毎年２月の定例開催となりまし
た。場所も平生まち・むら地域交流センターへ移し、
第７回となる今回は旧勤労青少年ホームも活用して
開催する予定です。
　この間、他コミ協や町内の子育てサークルなどが
続々とフリーマーケットを開催されるようになり、
町内にいらっしゃるハンドメイド作家さんたちの活
動の場が広がるきっかけにもなりました。
　今回は２月23日㊗に開催する予定です。人とモ
ノとが織りなす「ふれあいフリーマーケット」へ皆
様、ぜひお越しください。

　

飽
食
の
時
代
と
言
わ
れ
始

め
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
だ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
以

降
、
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
の

食
品
の
既
製
品
売
り
場
に
は
、

色
鮮
や
か
に
調
理
さ
れ
た
食

品
が
陳
列
し
て
あ
り
、
見
る
だ

け
で
食
欲
を
そ
そ
ら
れ
、
つ

い
、
予
定
よ
り
多
く
買
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
食
品
に
は
、
購
買
者

が
安
全
・
安
心
し
て
食
べ
る
た

め
に
賞
味
期
限
が
表
示
し
て

あ
り
ま
す
。
当
然
、
賞
味
期
限

が
過
ぎ
て
、
余
っ
た
食
品
は
廃

棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

冷
凍
・
冷
蔵
食
品
も
数
多
く

出
ま
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
ま
め
に
冷
蔵

庫
の
中
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い

と
、
賞
味
期
限
切
れ
の
食
品
が

出
て
き
て
、
ほ
ぞ
を
か
み
廃
棄

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

家
庭
で
の
廃
棄
に
は
ゴ
ミ

収
集
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
頼

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス

は
ハ
エ
の
煩
わ
し
さ
か
ら
解

放
さ
れ
る
な
ど
、
多
大
な
貢
献

を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ポ

イ
と
捨
て
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

食
料
を
捨
て
る
こ
と
の
後
ろ

め
た
さ
が
薄
く
な
っ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

　

さ
て
、
食
品
の
既
製
品
の
販

売
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
ろ
、

家
庭
で
の
調
理
は
、
家
に
あ
る

食
材
を
考
え
、
前
回
の
食
事
の

残
り
の
量
や
友
人
か
ら
の
頂

き
物
な
ど
を
考
慮
し
、
家
族
の

人
数
に
合
わ
せ
て
食
べ
残
し

が
出
な
い
よ
う
に
献
立
の
工

夫
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ

ろ
の
私
の
祖
母
は
、
電
気
代
が

も
っ
た
い
な
い
か
ら
と
冷
蔵

庫
の
電
源
を
切
っ
て
し
ま
う

の
で
、「
食
中
毒
に
な
っ
て
死

ぬ
よ
」と
言
え
ば
、「
食
べ
て
み

た
ら
わ
か
る
」と
笑
っ
て
い
ま

し
た
。
祖
母
は
、
天
寿
を
全
う

す
る
ま
で
の
三
十
年
間
、
腹
痛

を
訴
え
た
こ
と
は
一
度
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
祖
母
は
、

残
り
物
が
食
べ
ら
れ
る
か
ど

う
か
は
、
自
分
の
味
覚
・
聴
覚
・

視
覚
・
臭
覚
な
ど
を
総
動
員
し

て
判
断
を
し
、
家
族
の
健
康
に

責
任
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

現
在
の
既
製
品
に
大
き
く

依
存
す
る
食
生
活
で
は
、
賞
味

期
限
が
判
断
基
準
で
あ
り
、
食

事
の
衛
生
管
理
を
他
人
任
せ

に
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
し

ょ
う
。
そ
し
て
、
調
理
の
た
め

に
材
料
を
切
る
こ
と
も
刻
む

機
会
も
少
な
く
、
食
材
の
命
を

い
た
だ
く
と
い
う
感
性
も
薄

く
な
り
、
食
料
を
捨
て
る
こ
と

へ
の
後
ろ
め
た
さ
も
少
な
く

な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

日
本
の
食
品
ロ
ス
（
食
べ
ら

れ
る
の
に
廃
棄
し
た
も
の
）

は
、
年
間
６
０
０
万
ト
ン
を
越

え
、
毎
日
の
廃
棄
量
は
大
型
ト

ラ
ッ
ク
10
ト
ン
車
１
７
０
０

台
分
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
驚
く
べ
き
統
計
か
ら
、

食
料
を
安
易
に
廃
棄
し
な
い

努
力
を
す
る
こ
と
は
、
地
球
環

境
の
保
全
の
た
め
か
ら
も
成

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

命
を
つ
な
ぐ
た
め
に
命
を

い
た
だ
く
こ
と
に
謙
虚
と
な

り
、
一
粒
一
粒
の
米
を
大
切
に

し
、
に
ん
じ
ん
や
大
根
の
皮
を

キ
ン
ピ
ラ
に
す
る
な
ど
、
食
材

の
す
べ
て
を
活
か
し
て
い
た

時
代
の
食
生
活
を
見
直
し
た

い
も
の
で
す
。

食
品
ロ
ス

平生町人権教育
推進協議会

（事務局：町教育委員会）

つ
な
が
り

つ
な
が
り 

ぬ
く
も
り

ぬ
く
も
り

人権
コラム
No.105

ふれあいフリーマーケット開催
平生まち・むらコミュニティ協議会

◁
第
１
回
の
様
子

◁
第
６
回
の
様
子
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窓口延長
サービス

町民福祉課の窓口は毎月第２・第４金曜日 18:30 まで（年末年始、祝日を除く）
【交付できるもの】住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証、印鑑証明書

小・中学校への入学を支援します
入学準備金のご案内

　町では、お子さんが小・中学校へ入学するにあたり、
経済的な理由により入学準備にかかる支援が必要な家
庭に、費用の一部を援助します。
　希望する人は、受付期間内に次のとおり申請手続き
を行ってください。
●対象者
経済的な理由により入学準備にかかる支援を必要と
し、次のすべてに該当する人
①お子さんが令和２年度に小・中学校に入学する人
②令和２年２月１日現在で町内に在住している人
　（入学式までの転出予定者を除く）
③平成30年中の所得が準要保護に該当する人
●受付期限　１月24日金まで
●申請方法
　所定の申請書（町教育委員会から送付）を、持参
により提出してください。
※平成30年中の所得が確認できない場合は、所得証
明書の提出が必要です。受付期間内に提出されない
場合は認定できませんので、住民税の申告などが必
要な人は、事前に申告をしてください。

※お子さんが小学校と中学校に同時に入学する場合
は、それぞれ申請書が必要です。

申 問 町教育委員会 学校教育課　☎56ｰ6083

　令和２年度に平生町育英基金の貸付を希望する人
を、次のとおり募集します。
●貸付対象者
平生町に１年以上居住している人で次のすべてに該
当する人
▷高等学校、大学（短期大学を含む）に在学してい
る人および進学予定の人
▷経済的な理由により修学が困難と認められる人（家
族の所得および構成が基準）
▷向学心に富み有能な資質を有している人
▷（独）日本学生支援機構、（公財）山口県ひとづく
り財団奨学センターなどの貸付を受けない人
●貸付金額
【高校】月額12,000円　【大学】月額40,000円
●受付期限　３月31日火まで
●提出書類
申込書・推せん書（町教育委員会に備え付けの様式）、
所得証明書、住民票謄本、作文（高校申込者のみ）
●償還方法　無利子・10年以内（６カ月据置後）
●その他
現在、在学中の生徒・学生も対象になります。
申 問 町教育委員会 学校教育課　☎56ｰ6083

お子さんの就学を支援します
平生町育英基金のご案内

　11月12日から７日間、オリーブ栽培の本場、イ
タリアのトスカーナ地方にオリーブの栽培実習のた
め、行ってきました。
　オリーブ農園で剪定や収穫の研修を受け、搾油場
や育苗場も見学してきました。
　イタリアは、日本よりも少子高齢化が進み、耕作
放棄地問題も深刻化しています。こうした問題に対
して、イタリアにはアグリツーリズモ運営（農業の
傍ら、もともとある施設やその土地の農産物を活用
し、観光業を行うこと）に関する法律があります。
　トスカーナ地方はアグリツーリズモの発祥地で、
農業を守り、自然環境を保全していくため、農家民

地域おこし協力隊員
　宮﨑 孝志の活動日記

『本場イタリアでのオリーブ研修』 編

宿をしている人も多くいます。
　私が宿泊した民宿のオーナーも「アグリツーリズ
モを通して、観光客に農業を楽しんでもらい、昔か
らの農業や今あるかけがいのない景観を守っていき
たい」と言われていました。
　この研修を通じ、平生
町でも、このような取組
みができないか考えて
いきたいと思っていま
す。
　さて、２月には私の最
初の山場である阿多田
公園のオリーブの定植
を迎えます。トスカーナ
の豊かなオリーブ畑に
少しでも近づけるよう、
気を引き締めて頑張っ
ていきたいと思います。 オリーブの収穫の様子
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栄養関係功労者厚生労働大臣表彰
　11月19日　町役場

　昭和57年に町栄養改善推進員として活動をはじめ、
平成19年から７年間、町食生活改善推進協議会の会長
を務められた松岡啓子さんが食生活改善事業功労者と
して、厚生労働大臣表彰を受賞しました。
　松岡さんは「各世代への料理教室で、食の大切さを
伝えてきたことが達成感につながっています。これか
らも食の大切さを広めていきたい」と語られました。

まちの話題

山口県産業技術振興奨励賞 知事賞
　11月28日　泉ダイス株式会社 平生工場

　中小企業の優れた技術の研究開発などをたたえる、
県産業技術振興奨励賞を「特殊材料の伸線加工技術の
開発」が評価された泉ダイス株式会社が受賞しました。
　代表取締役の黒川賢二さんは「加工技術という表に
出にくい部分を評価されてうれしい。今後もどこにも
負けない技術力、加工力を大事にしていきたい」と受
賞の気持ちを語られました。

平生小ブランドみそを作ろう
　11月29日　平生小学校

　平生小学校の４年生が、ひらお特産加工研究会開発
部のみなさんから、みそづくりについて学びました。
　この日使用した大豆は、児童が夏休みの間、自分た
ちで育てたもの。大豆に米麹と塩を加え、すりつぶす
作業をした児童は「固くてすりつぶすのが大変だった
けど、交代しながら、みんなと協力してできました」
と笑顔で話しました。

献血運動推進協力団体
山口県献血推進協議会長感謝状

11月19日　町役場

　献血に積極的に協力している医療法人光輝会光輝病
院と柳井紙工株式会社が山口県献血推進協議会長感謝
状を受賞しました。
　光輝病院は平成18年から、柳井紙工㈱は平成20年
から移動採血車による献血を毎年受け入れ、協力して
います。光輝病院 豊田事務長光輝病院 豊田事務長 柳井紙工 佐藤総務課長柳井紙工 佐藤総務課長
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佐賀の幸 親子料理教室
　12月２日　佐賀小学校

　佐賀小学校の５年生が、地域の先生（県漁業協同組
合平生町支店女性部、町生活改善実行グループ連絡協
議会）から地域の食材について学ぶ、親子料理教室が
行われました。
　はじめてタコをさばいたという児童は「今まで家で
料理の手伝いをすることはなかったけど、これからは
お母さんと一緒に料理をしてみたい」と話しました。

「私のしごと」作文コンクール優秀賞
　12月３日　町役場

　第15回全国高校生・高等専修学校生「私のしごと」
作文コンクールにおいて、末岡奈帆さん（熊毛南高校
３年）が優秀賞を受賞しました。
　末岡さんは“患者さんの最高に楽しいひとときを病
院食で実現するために”と題し、自身の夢である管理
栄養士の仕事について書きました。「これから進学し、
管理栄養士の夢をかなえたい」と抱負を話しました。

統計功労者総務大臣表彰
山口県統計協会会長表彰

12月３日　町役場

　統計調査に11年従事した由井季子さん（右）が総務
大臣表彰を、７年従事した松宮恵子さん（左）が会長
表彰を受賞しました。
　「統計調査を通して、多くの人といろいろな話しを
することができ、楽しみながら続けることができまし
た」と笑顔で話されました。

紫白綬有功章
　12月３日　町役場

　カーネーション栽培における、安定生産および低コ
スト化による経営を確立するなど、農業全般に功労の
あった弘中精一さんが、紫白綬有功章を受章しました。
　弘中さんは「農業に携って50年になりました。この
間、自然災害などさまざまなことがあったが、家族や
地域のみなさんの支えで続けることができ、感謝して
います」と、今までの経験を振り返り話されました。
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ご寄附ありがとうございます
　12月６日　町役場

　医療法人さいとう整形外科と株式会社伊藤から公共
下水道施設の一部について、ご寄附をいただきました。
　さいとう整形外科では、最新機器のMRI を備えた
施設を増設され、それに伴う公共下水道の本管工事費
用を隣接するくるる薬局を経営する㈱伊藤とともに負
担されたものです。
　今後、町の財産として、活用させていただきます。

にこにこひろば クリスマス会
12月13日　保健センター

　平生町母子保健推進協議会主催の「クリスマス会」
が開催され、乳幼児とその保護者24組が参加しまし
た。
　クリスマスのおもちゃ工作やツリーの飾付けなどを
し、楽しく交流しました。参加した保護者は「子育て
中の親子同士で、コミュニケーションの和が広がるの
がうれしいです」と話しました。

交通安全功労者表彰
　12月13日　町役場

　交通安全運動期間中に、早朝から通学路となってい
る交差点で、交通立哨を22年間続けている奥村勉さん
が交通安全功労者表彰を受賞しました。
　奥村さんは「子どもたちの交通安全につながってい
ると思うと、やりがいを感じます。これからも、子ど
もたちと元気なあいさつを交わしながら、見守ってい
きたい」と話されました。

中学生防犯作文
　12月13日　町役場

　妹尾有紗さん（平生中１年／右）が中国防犯連合会
連絡協議会優秀賞を、吉本敦哉さん（平生中２年／左）
が山口県防犯連合会優秀賞を受賞しました。
　妹尾さんは“私の願い”、吉本さんは“少年の犯罪
とは”と題して、人の気持ちを考えること、ルールを
守ることなど、犯罪のない社会のために中学生にでき
ることを作文にしました。

㈱伊藤 石井代表取締役㈱伊藤 石井代表取締役 さいとう整形外科 斉藤理事長さいとう整形外科 斉藤理事長



成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
本年度対象者の接種期間：３月31日火まで
　成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種は、対象となる
年度が決まっています。次の対象年齢などを再度確認
し、該当する人は期間内に接種を受けてください。
●対象者
次の①または②に該当し、過去に同予防接種（任意接
種を含む）を受けたことがない人
①平成31年４月１日から令和２年３月31日の間に、
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳以上になる人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓もしくは呼
吸器の機能に障がいがある人、またはヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に障がいがある人
●接種回数　１回
●自己負担額　2,820円

日本脳炎予防接種
お子さんの接種状況をご確認ください

　現在、小学４年生で、１期の接種が終了している人は、
２期の接種時期となっています。接種歴を確認の上、
接種されることをお勧めします。

日本脳炎ワクチン（定期接種）の標準的な接種スケジュール

１期 生後６月から90月に至るまでの間に３回接種

２期 ９歳以上13歳未満の間に１回接種

【特例対象者】
①平成７年４月２日から平成19年４月１日生れの人は、
１期不足分と２期を20歳未満の間に受けることがで
きます。
②平成19年４月２日から平成21年10月１日生れの人
は、１期不足分と２期を９歳から13歳未満の間に受
けることができます。

13 令和２年１月号 広報ひらお

予防接種を受けましょう【接種歴や対象年齢のご確認を！】

 農地転用とは？
　農地を農地以外の住宅用地や工場用地、道路、山林
などに用途を変えることを農地の転用といいます。（田
を畑地として造成する場合は転用になりませんが、別
に届出が必要です。）
 許可が必要な理由
　農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産
基盤です。特に、耕作面積が狭いうえに人口が多い我
が国では、食料自給率も低いため、優良な農地を大切
に守っていく必要があります。
　そのため、農地の転用には、農地法で一定の規制が
設けられています。
 対象となる農地
　すべての農地が転用許可の対象です。地目が農地で
あれば、耕作されていなくても農地性（農地として活
用できる状態）がある限り、農地として扱われます。
 一時的な転用の場合
　農地を一時的に資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取
場などとして利用する場合も転用となり、許可が必要
です。

 農業用施設用地として転用する場合
　自己の農地保全や利用上必要な施設（耕作用の道路、
用排水路など）に転用する場合、または、２アール未
満の農地を自己用の農業経営施設（農舎、畜舎など）
に転用する場合、許可は不要ですが、届出が必要にな
ります。
 許可なく転用した場合
　無断で転用した場合、農地法違反となり、農地など
の権利取得の効力が生じません。また、工事の中止や
原状回復などを命ずることがあり、これに従わない場
合は、罰則が科せられます。
 転用の手続き
　所定の事項を記載した申請書を作成し、農地のある
市町村の農業委員会へ提出してください。

問町農業委員会事務局（町役場産業課内）
　☎56ｰ7117

農地の転用には許可が必要です！

※接種には予診票が必要です。予診票がない人は保健センターへお越しください。（日本脳炎予防接種の予診票に
ついては、母子健康手帳を持参してください。）

※ワクチンの準備等がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
問町保健センター　☎56ｰ7141
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て
い
る
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、
禁
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て
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か
」
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思
っ
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な
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で
し
ょ
う
か
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確
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に
禁
煙
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と
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均
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〜
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重
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す
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今
回
は
、
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介
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す
。
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と
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事
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続
け
る
と
、
血

流
が
悪
く
な
り
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消
化
管
の
機
能

全
般
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下
す
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こ
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で
、
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が
な
く
な
っ
た
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収
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ま
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食
事
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来
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美
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と
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ま
す
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禁
煙
後
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加
の
理
由

●
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●
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膜
の
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流
が
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善
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、

胃
の
調
子
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く
な
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働
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が

改
善
す
る
た
め

　

こ
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の
症
状
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喫
煙
に

よ
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て
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
に
障
が

い
が
出
て
い
た
身
体
が
、
禁
煙
す

る
こ
と
に
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っ
て
健
康
に
な
っ
た

証
拠
と
し
て
現
れ
ま
す
。

　

他
に
も
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口
寂
し
さ
か
ら
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子
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の
間
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加
す
る
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と

も
理
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と
し
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ま
す
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ン
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で
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て
い
な
い
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と
が
大
き
な
原
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で

す
。
た
だ
し
、
禁
煙
開
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と
同
時

に
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め
る
ダ
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生

活
習
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改
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に
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で
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体
重
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禁
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し
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後
）
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始
す
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で
し
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●
体
重
へ
の
意
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を
変
え
よ
う

　

体
重
増
加
に
対
し
て
は
、「
健

康
的
に
な
っ
た
」
と
考
え
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
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禁
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す
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と
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ら
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●
適
度
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を
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が
け
よ
う

　

日
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て
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運
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多
く
の
食
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心
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、
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も
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ま
し
ょ
う
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ま
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え
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し
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ま
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●
間
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よ
う

　

禁
煙
す
る
と
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し
く
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、
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間
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え
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す
。
干
し
昆
布
や
梅
干
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
菓
子
・
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ

ム
な
ど
カ
ロ
リ
ー
の
低
い
も
の
、

噛
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
を
選
ぶ

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
食
後
す
ぐ
に
歯
磨
き
し
よ
う

　

太
る
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食
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で
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こ
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を
防
ぐ
た
め

に
、
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就
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前
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に
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度
な
空
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に
も
慣
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ま

し
ょ
う
。

　
「
禁
煙
後
の
体
重
増
加
は
、
身

体
が
健
康
に
な
っ
た
証
拠
で
す
」

体
重
を
元
に
戻
そ
う
と
、
た
ば
こ

を
再
び
吸
い
始
め
る
の
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

徳山年金事務所出張年金相談（要予約）
年金相談を実施します。
お気軽にご利用ください。

●事前予約先
徳山年金事務所　☎0834ｰ31ｰ2152
※町役場では予約を受け付けていません。
●日時
２月６日木　10:00～12:00、13:00～16:00
●場所
平生町商工会
●持参物
年金手帳・年金証書など基礎年金番号のわかるもの
運転免許証など相談者本人の確認ができるもの
※代理人による相談の場合は、委任状および代理
人本人の確認ができるものを持参してください。

●予約受付期限（完全予約制）
２月５日水
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高血圧でもフレイルは防げる

原田和昌 小学館

話題の本本

　心身の活力が低下した状態「フレイ
ル」を防ぐには？高血圧を持病に持つ
人が、生き生きとした高齢期を過ごす
ことができるよう、気を
つけたい合併症や正しい
服薬法、食事・運動・睡
眠など生活のなかででき
ることを紹介する。

平生図書館　☎56ｰ2310　【開館時間】9:00～17:15
【休館日】１月…20日月、27日月、31日金（月末整理日） 
　　　　 ２月…３日月、10日月
【ホームページ（予約・検索可）】http://www.library.town.hirao.lg.jp

図書館図書館
だよりだより

New New一般書 児童書

　鮭は白身魚ですが、身がピンクなのはアスタキサン
チンという色素が筋肉に蓄積されているためです。ア
スタキサンチンには抗酸化作用があり、悪玉コレステ
ロールの酸化を抑えて血管壁を保護し、動脈硬化の予
防にもつながります。また、鮭の皮には皮膚や血管の
強度を保つコラーゲンが豊富に含まれています。

鮭のから揚げ

１．生鮭はよく洗って、キッチンペーパーで水気を
拭き取る。皮つきのまま一口大に切り、全体に
塩、こしょうをする。

２．ボウルに［A ］を入れて、混ぜ合わせる。
３．［２］に［１］を入れてなじませ、30分～１時

間おく。
４．ビニール袋に［３］と片栗粉を入れ、袋を振っ

て全体に粉をまぶす。
５．サラダ油を180℃に熱し、［４］を入れてきつ

ね色になるまで揚げる。

作り方

平生町食生活改善推進協議会作ってみんさい
食べてみんさい 事務局　町保健センター

材料　４人分

しょうが汁　　 大さじ１
にんにく（すりおろし）

　　 小さじ１
しょう油　　　 大さじ２
酒　　　　　　 大さじ２

生鮭　　　 500ｇ
塩　　　　　 適量
こしょう　　 適量
片栗粉　　　 適量
サラダ油　　 適量

［Ａ］

ひらお健康マイレージ事業の
締切【１月31日金】が近づいてきました
応募される人は、「ひらお健康マイレージチャレ

ンジシート」に必要事項を記入の上、町保健センタ
ーへ提出してください（平成31年４月号の広報にも掲載）。
●特典　県内協力店でサービスを受けることができ
るカードをプレゼント
●応募資格　町内在住（在勤）の18歳以上の人で、
検診・健診を受診し、マイレージポイントを35ポ
イント集めた人
問町保健センター　☎56ｰ7141

特定健診・健康診査を
受診しましょう！

本年度の特定健診（国民健康保険）および健康
診査（後期高齢者医療制度）受診券の有効期限が
近づいています。
　受診方法や検査項目、実施医療機関など、詳し
くはお問い合わせください。
　また、受診券が届いていない場合や紛失された
場合は、町役場健康保険課までご連絡ください。
●受診券の有効期限
【特定健診】２月28日金まで
【健康診査】３月31日火まで
問町役場健康保険課 保険年金班　☎56ｰ7115

そこが知りたい！発明と特許１
こどもくらぶ 編

おとのさま、にんじゃになる
中川ひろたか 作　田中六大 絵

うちの弟、どうしたらいい？
エリナー・クライマー 作

おれ、よびだしになる
石川えりこ 絵　中川ひろたか 文

１０にんのせんにん
佐々木マキ 作

気がつけば、終着駅
佐藤愛子 著

大名倒産（上・下）
浅田次郎 著

地面師たち
新庄耕 著

赤い部屋異聞
法月綸太郎 著

黒武御神火御殿
宮部みゆき 著
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問柳井警察署 ☎23ｰ0110
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　飲酒運転は、自分勝手な判断が招く、危険で悪
質な犯罪行為です。罰則の強化や行政処分点数の
引き上げ、さらには周辺の人にも厳しい罰則が設
けられましたが、未だに飲酒運転をするドライ
バーは後を絶ちません。
　飲酒運転により交通事故を引き起こした場合、
死亡事故へと繋がる確率は、飲酒していない場合
に比べ約8.9倍（人身交通事故に占める死亡事故
の割合）と高くなります。本人が強い意思を持つ
ことはもちろんですが、周囲の人も
「飲酒運転を絶対にしない、させない」
という共通の意識を持ち、飲酒運転を根絶しま
しょう！

飲酒運転の根絶

広報ひらお令和２年１月号

正しい知識で正しい知識で安心な消費生活安心な消費生活
問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125

交通安全年間スローガン スマホより　横断歩道の　僕を見て （一財）全日本交通安全協会

旅行のネット予約トラブルにご注意ください

　旅行予約サイトで半年先のホテルの宿泊を予約した。
その翌日、宿泊日を誤って入力していたことに気づきキャ
ンセルしたところ、キャンセル料を請求された。日付を
変更するだけでキャンセル料が発生するのか。

相 談

　旅行予約サイトによっては、日付の変更だけでもキャ
ンセル料が発生する場合があります。サイトに記載され
ている予約の変更方法やキャンセル規定をよく確認する
ようにしましょう。

アド
バイス

　旅行予約サイトや宿泊プランにより、予約内容を変更す
る方法は異なります。たとえ細かな内容の変更であって
も、最初の予約を一度キャンセルし、再度予約しなけれ

ばならず、所定のキャンセル料が発生する場合もあります。また、
旅行予約サイトの中には解約の時期によらず、契約代金全額をキャ
ンセル料として設定している場合もあります。
　予約を確定する前に、キャンセル料がいつから、どのくらい発生
するかを調べた上で、入力した日付や人数、宿泊先等の予約内容に
誤りがないか再確認しましょう。
　困ったときは、早めに柳井地区広域消費生活センターに相談して
ください。

ワンワン
ポイントポイント

・民事訴訟最終通知書
・民事訴訟通達書
こんな ｢はがき ｣や「封書」に注意！
記載された連絡先には絶対に連絡しないで！

「うそ電話詐欺」被害防止のポイント

山口県交通死亡事故比率（平成30年）

1.25％

11.1％

約約8.98.9倍倍

飲酒あり飲酒なし
0

4

8

12

わが家の
アイドル

わが家の
アイドル

わが家の
アイドル

このコーナーでは、広報発行月に満１歳を迎
えられる人を対象にご紹介しています。

次号の掲載を希望される人は １月24日金まで
に地域振興課または保健センターまでご連絡
ください。

電子メールでも受け付けています。
詳しくは町ホームページをご覧ください。

http://www.town.hirao.lg.jp/
bosyu/idol.html

子育て支援情報満載！
すくすくひらおっ子ブログ

小さいお子様の関係する行事
予定がいつでも見られるよ！

町役場などからのお知らせ
もあります！

すくすくひらおっ子ブログ SAY HELLO!
http://sayhellohirao.lekumo.biz/
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ミュージックチャイムの曲名【１月】   6：00  雪   12：00  平生町の歌   17：00  夕やけこやけ

令和２年１月号 広報ひらお

柳井健康福祉センター相談日
　〔柳井市古開作／☎22ｰ3631〕

●骨髄バンク登録検査《要予約（前日まで）》
　２月12日水 ９:00～10:00
●Ｂ・Ｃ型肝炎抗体検査《要予約（前日まで）》
　２月12日水 10:00～10:30
●風しん抗体検査《要予約（前日まで）》
　２月12日水 　10:30～11:00
●ＨＩＶ抗体検査《要予約（前日まで）》
　※当日検査結果がわかります
　２月12日水 14:00～16:00
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　２月28日金 10:00～15:00
●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　２月18日火 13:00～14:00
●難病患者就職サポーター出張相談《要予約（１週間前まで）》
　２月26日水 11:00～12:00、13:00～14:00

まちの人口
11 月30日現在
住民基本台帳記載人口
（　）：前月対比

世帯数 5,519 世帯（ － 10 ）
人　口 11,795 人 （ － 33 ）
うち男 5,584 人 （ － 13 ）

女 6,211 人 （ － 20 ）

１月の納税 納期限 １月 31日

町県民税 第４期
国民健康保険税 第７期
介護保険料 第７期
後期高齢者医療保険料 第７期
☆完納で育てよう明るい平生町☆

◎便利な口座振替も利用できます◎
問町役場税務課（町税）　☎56ｰ7114
問町役場健康保険課（保険料）　☎56ｰ7115

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況

11 月
火　災

救急 11月
発生件数 死者

（人）
傷者
（人）建物 山林 その他 人身 物損

管内 2 0 1 320 管内 10 143 0 17
町内 1 0 0 41 町内 0 18 0 0

資料：柳井地区広域消防組合 資料：柳井警察署

人権行政相談　※相談無料・秘密厳守
相談日 毎月第２月曜日（休日の場合は翌日）
時　間 10:00～（平生まち・むら地域交流センター）
（場所） 13:00～（佐賀地域交流センター）
相談員 人権擁護委員、行政相談委員
相談内容 人権に関わる悩みや困りごと、行政全般についての
苦情、相談ならびに意見や要望などについて

次回

２月10日月

休日や平日夜間の医療案内

区分 診療日 診療時間
休日
昼間

日曜日・祝日、盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）

9:00～12:00
13:00～17:00

平日
夜間

月～金曜日
※休日・土曜日の診療はありません 19:00～22:00

柳井地域休日夜間応急診療所
［柳井市中央１丁目５番３号］
☎22ｰ9001（診療時間内のみ）
※応急的診療のため、専門的な
診療や検査を受けられない場
合があります。

※受付は診療終了時間の30分前
までです。

柳井駅

●

柳井警察署

ＮＴＴ

柳井川

平生町

休日夜間
応急診療所

188

こころの救急電話相談（山口県精神科救急情報センター）
☎0836ｰ58ｰ4455［24時間対応］
内容：精神科受診など早急な対応に関するご相談を、ご家族や
ご本人からお受けします。（精神病、うつ病などこころの病気に
よる混乱した言動、ひきこもり、自殺願望など）

おとな（15歳以上）の救急医療電話相談
☎＃7119［毎日24時間］
または☎083ｰ921ｰ7199
内容：おおむね15歳以上の急患や疾病に関すること

こども（15歳未満のお子さん）の救急医療電話相談
☎＃8000［毎日19:00～翌8:00］
または☎083ｰ921ｰ2755
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

人権啓発活動の推進
　人権週間期間中（12月４日～10日）の12月４日、４人
の人権擁護委員により人権啓発活動が行われました。町内
の保育・教育施設への訪問や街頭啓発を行い、人権につい
ての理解と人権尊重の大切さを呼びかけました。

平生町人事異動
職名・氏名（旧所属・職名）※職名は主査以上のみ記載
●異動（令和２年１月１日付）
【町民福祉課】
課長 川口 龍哉（建設課主幹［工事検査員］）
主幹 石杉 功作（課長）
【建設課】
課長補佐［工事検査員］ 河村 武（課長補佐兼管理班長）
管理班長 生本 洋司
●退職（令和元年12月31日）
佐賀出張所 中山 文子
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試
験
・
募
集

＜ 以下は広告欄です ＞

　広報ひらおでは、広告掲載事業による有料広告を掲載しています。

●
定
員　

30
人
（
要
予
約
）

●
受
講
料　

無
料

□申
□問
（
公
社
）
山
口
県
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

☎
０
８
３
（
９
２
１
）
６
０
７
０

県
立
山
口
高
等
学
校

通
信
制
課
程
生
徒
募
集

●
募
集
学
科
・
定
員

【
普
通
科
】
３
６
０
人

【
衛
生
看
護
科
】
40
人
（
連
携
施
設
在

学
者
等
に
限
る
）

【
科
目
履
修
生
】
特
に
制
限
な
し

●
願
書
受
付
日
時　

３
月
23
日
月
、

24
日
火
、
25
日
水
、
27
日
金
、
30
日

月
、
４
月
２
日
木 

各
日
午
後
１
時

〜
２
時

●
検
査
内
容　

面
接
、
作
文

●
検
査
日　

出
願
手
続
き
の
た
め
に

来
校
し
た
日

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申
□問
県
立
山
口
高
等
学
校
（
通
信
制
）

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
８
５
１
９

相
続
登
記
無
料
相
談

　

山
口
県
司
法
書
士
会
で
は
、
２
月

を
「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月

間
」
と
し
て
、
県
下
各
司
法
書
士
事

務
所
に
お
い
て
、
相
続
登
記
に
関
す

る
相
談
を
無
料
で
お
受
け
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問
山
口
県
司
法
書
士
会
事
務
局

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
２
２
０

□申
□問
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

☎
（
２
３
）
０
６
６
８

自
衛
官
募
集

◇
予
備
自
衛
官
補
（
一
般
・
技
能
）

●
応
募
資
格　
【
一
般
】
18
歳
以
上
34

歳
未
満
の
人
【
技
能
】
18
歳
以
上
で

保
有
す
る
技
能
（
資
格
）
に
応
じ
53

歳
か
ら
55
歳
未
満
の
人
（
医
療
系
・

語
学
・
整
備
士
・
通
信
・
電
気
・
建

設
な
ど
国
家
免
許
資
格
保
有
者
）

●
受
付
期
限  

４
月
10
日
金
ま
で

●
試
験
期
日  

４
月
18
日
土
〜
22
日
水

の
い
ず
れ
か
１
日

※
応
募
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申
□問
自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部
柳

井
地
域
事
務
所

☎
（
２
２
）
８
１
９
９

人
生
１
０
０
年
時
代

ラ
ク
し
て
暮
ら
し
て
い
く

整
理
術 
受
講
生
募
集

●
対
象　

平
生
町
・
田
布
施
町
・
柳

井
市
在
住
の
60
歳
以
上
の
人

●
日
時　

１
月
28
日
火 
午
後
１
時
〜

４
時

●
場
所　

柳
井
ク
ル
ー
ズ
ホ
テ
ル

●
内
容　

今
後
の
生
活
を
ラ
ク
し
て

快
適
に
送
る
た
め
の
コ
ツ
や
不
要
な

も
の
を
上
手
に
手
放
す
方
法
を
学
び

ま
す
。

●
持
参
物　

筆
記
用
具
、
飲
み
物

農
林
業
セ
ン
サ
ス
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

農
林
水
産
省
で
は
、
２
月
１
日
現

在
で
、「
２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ

ス
」
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、

農
林
業
・
農
山
村
地
域
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
最
も
基
本
的
な
調
査
で

す
。

　

１
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
農
林
業

関
係
者
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
調
査

票
に
農
林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
記

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
集
め
ら

れ
た
情
報
は
、「
統
計
法
」
に
よ
り
厳

重
に
保
護
さ
れ
、
統
計
以
外
の
目
的

に
は
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
調
査

へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
町
役
場
地
域
振
興
課
ま
ち
づ
く
り

推
進
班

☎
（
５
６
）
７
１
２
０

柳
井
地
域
合
同
就
職
面
接
会

●
日
時　

２
月
７
日
金 

午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

●
場
所　

柳
井
ク
ル
ー
ズ
ホ
テ
ル

●
内
容　

参
加
企
業
の
採
用
担
当
者

と
の
個
別
面
談

●
対
象
者　

求
職
中
の
一
般
の
人（
在

学
中
の
人
は
除
き
ま
す
）

●
持
参
物　

履
歴
書

●
参
加
料　

無
料
（
事
前
申
込
不
要
）

●
主
催　

柳
井
地
区
広
域
行
政
連
絡

協
議
会
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
柳
井

□問
柳
井
地
区
広
域
行
政
連
絡
協
議
会

（
柳
井
市
役
所
内
）

☎
（
２
２
）
２
１
１
１

□問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
柳
井

☎
（
２
２
）
２
６
６
１

や
な
い
フ
ァ
ミ
サ
ポ
講
習
会

心
肺
蘇
生
法
の
実
技
を

学
び
ま
し
ょ
う

●
日
時　

２
月
５
日
水 

午
前
10
時
〜

11
時
45
分

●
場
所　

柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
内
容　
「
乳
幼
児
と
児
童
に
対
す
る

救
急
法
指
導
」
と
「
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い

方
」

●
講
師　

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

●
定
員　

20
人
（
先
着
順
・
子
ど
も

同
伴
可
）
／
託
児
有
（
要
申
込
）

●
参
加
費　

１
０
０
円
（
お
茶
代
）

●
申
込
方
法　

１
月
29
日
水
ま
で
に

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

相　
　

談

広報ひらお令和２年１月号

□申：申込み先　　□問：問合せ先
【町ホームページ】http://www.town.hirao.lg.jp/
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＜ 以下は広告欄です ＞

令和２年１月号 広報ひらお

共同応援参加者募集

広島ドラゴンフライズ
広島広域都市圏内の住民の交流を促すため、Ｂリーグの

プロバスケットボールチームである広島ドラゴンフライズ
の共同応援を行います。
●日時　３月８日日 13:30 試合開始
●対戦相手　越谷アルファーズ
●会場 広島サンプラザホール（広島市西区）※現地集合
●募集人数　100人（申込多数の場合は抽選）
　　　　　　※広島広域都市圏内にお住まいの人が対象
●参加費　1,200円／大人、800円／高校生以下（乳幼児に
ついては、膝の上での観戦の場合は無料、席が必要な場合
は有料となります。）
●応援方法　アリーナサイド2階（指定席）で応援
●申込方法　往復はがき（１枚に５人まで）に、参加者全
員の住所、氏名、年齢、電話番号と「ドラゴンフライズ共
同応援希望」の旨を記入して送付してください。広島広域
都市圏ホームページからも申込みできます。
※小学生以下の場合は、大人の同伴が必要です。
●申込締切　１月31日金（消印有効）
□申□問広島市広域都市圏推進課 広島広域都市圏協議会
〒730-8586 （住所記載不要）　☎082ｰ504ｰ2017
［ URL］http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/kouiki/

広島広域都市圏
イベント情報

売りたい・貸したい
空家バンク登録制度
お気軽にご相談ください

　町では、町外からの移住希望者に空家情報を
提供するため、不動産関係団体と連携して「空
家バンク登録制度」を行っています。空家を売
りたい人、貸したい人に空家物件を登録してい
ただき、その情報を町ホームページ等で公開し
ています。次のような登録メリットもあります
ので、ぜひこの制度をご活用ください。

登録メリット①
リフォーム・不要物撤去補助金

　空家バンクに登録した空家の所有者、入居者
が利用できます。
●リフォーム
対象費用の２分の１（上限額30万円）
●不要物の撤去
対象費用の全額（上限額10万円）

登録メリット②
資産の維持

　家は住まなくなるとあっという間に老朽化し
ます。家屋の維持のためにも、貸し出してみて
はいかがでしょうか。
　また、家賃収入を固定資産税などに充てるな
どのメリットもあります。

登録メリット③
地域の活性化に貢献

　地域に空家が多くなると、防犯・防災上の問
題や集落の景観悪化の問題が心配されます。
　また、人が移住・定住することで地域の活性
化につながります。

※廃屋や老朽化が著しい物件は、登録できませんので
ご了承ください。

□問町役場地域振興課　☎56ｰ7120

新庁舎建設についてのお知らせ
　新庁舎整備事業の事業者選定に係るプロポーザル
のプレゼンテーションを令和元年12月13日に実施し
ました。３者からの技術提案を受け、事業者選定委
員会による厳正な審査の結果、鴻池組・ひぐち総業
特定建設工事共同企業体を受託候補者として選定し
ました。　
　なお、受託候補者の技術提案については、町ホーム
ページや町役場総務課、図書館、各地域交流センター
（平生まち・むら、竪ヶ浜、宇佐木、大野、曽根、佐賀）
において公表しています。
□問町役場総務課　☎56ｰ7111
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１　　月１　　月 ２　　月２　　月

※予定表ですので、日時・場所の変更がある場合があります。

編
集
・
発
行
平
生
町
役
場

〒
742ー1195 山

口
県
熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
210

番
地
の
1

☎
0820ー56ー7120［

地
域
振
興
課
］

 hirao1@
tow
n.hirao.lg.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
http://w

w
w
.tow

n.hirao.lg.jp/　
印
刷
　
大
村
印
刷
株
式
会
社

広
報
ひ
ら
お
　
N
o.1293

１

16木 離乳食学級［10:00 ／保健センター］

17金 もの忘れ相談
 ［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

18土 古文書輪読会［9:45 ／平生図書館］
体育館開放日［午前中］

19日

20月

21火 育児学級［10:00 ／保健センター］

22水 町長と語る会［18:00 ／町役場町長室］

23木 男性の生活習慣病予防教室［13:30 ／保健センター］

24金 親子で楽しむ絵本講座［10:15 ／平生幼稚園］

25土 陶芸教室［14:00 ／竪ヶ浜セ］
体育館開放日［午前中］

26日

27月

28火
集団がん検診・健診［8:30 ／佐賀セ］
認知症カフェあいあむ
 ［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

29水

30木 １歳６か月児健康診査［13:00 ／保健センター］

31金

1 土 体育館開放日［午前中］

2 日

3 月

4 火 育児学級［10:00 ／保健センター］

5 水

6 木 立志の集い［14:00 ／平生中学校］

7 金 にこにこひろばバザー［10:00 ／保健センター］

8 土
お菓子づくり［9:00 ／曽根セ］
陶芸教室［14:00 ／竪ヶ浜セ］
体育館開放日［午前中］

9 日 平生町ソフトバレーボール大会［9:00 ／町体育館］

10月 人権行政相談
 ［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

11火
建国記念の日

スポーツ少年団交流事業
 ［9:00 ／町武道館・町体育館］

12水

13木

14金

15土 体育館開放日［午前中］

セ：地域交流センター

平生町民憲章
　わたくしたち　平生町民は、ふるさとの美しい自然と歴史をうけ
つぎ、明るく住みよいまちづくりを目指して、次のことに努めます。
　わたくしたち　平生町民は
1　自然を大切にし　環境をととのえ　美しいまちをつくります
1　スポーツに親しみ　きまりを守り　健やかなまちをつくります
1　思いやりと　感謝の心をもち　温かいまちをつくります
1　勤労をとうとび　活力にみちた　豊かなまちをつくります
1　文化を創造し　若い力を育て　伸びゆくまちをつくります　

平
生
中
学
校
１
年
森
口
太
智

佐
賀
小
学
校
５
年
山
本
果
歩

標
語
最
優
秀
作
品

ポ
ス
タ
ー
最
優
秀
作
品

健
や
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

標
語
・
ポ
ス
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
で
心
と
体
と
絆
を
つ
く
り

　
　

笑
顔
あ
ふ
れ
る
平
生
町

庁舎建設に対して、ご支援いただける方からの寄附を募集しています（広報元年12月号にも掲載）。
町外にお住まいの方は、「ふるさと納税」でも受け付けていますので、ご支援をお願いします。詳し
くは「ふるさとチョイス」のホームページをご覧ください。
問町役場総務課　☎56ｰ7111

新庁舎建設への寄附を
募集しています
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